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(57)【要約】
【課題】モジュール組み立て工程の時リワークの容易性
を付け加えることとともに反射率を減少させて野外視認
性(Ambient Contrast Ratio; ACR)改善による表示品質
向上効果を得ることができる有機電界発光表示装置を提
供する。
【解決手段】本発明の有機電界発光表示装置は、パネル
と、パネル上に位置する偏光板と偏光板上に位置するカ
バーウインドーと、パネルと偏光板の間に空気層を形成
する支持部材を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネルと、
　前記パネル上に位置する偏光板、
　前記偏光板上に位置するカバーウインドーと、
　前記パネルと前記偏光板との間に空気層を形成するための支持部材を含む有機電界発光
表示装置。
【請求項２】
　前記支持部材は、
　前記偏光板の外郭に沿った閉曲線の形態で附着した両面接着性部材であることを特徴と
する、請求項１記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３】
　前記支持部材は、
　前記偏光板の相互に対向する外郭に沿って附着した二つの両面接着性部材であることを
特徴とする、請求項１記載の有機電界発光表示装置。
【請求項４】
　前記パネルを受納するフレームをさらに含み、
　前記支持部材は、
　前記フレームの外郭線に沿った閉曲線の形態で附着して前記偏光板より上位に位置する
構造物を支持する両面接着性部材であることを特徴とする、請求項１記載の有機電界発光
表示装置。
【請求項５】
　前記パネルを受納するフレームをさらに含み、
　前記支持部材は、
　前記フレームから突出して形成されて前記偏光板の外郭を支持することを特徴とする、
請求項１記載の有機電界発光表示装置。
【請求項６】
　前記偏光板は、
　前記パネル上に位置する位相遅延フィルムと、
　前記位相遅延フィルム上に位置する偏光フィルムを含む請求項１記載の有機電界発光表
示装置。
【請求項７】
　前記空気層の高さは、
　０．０１ｍｍ～４．５ｍｍ範囲を有することを特徴とする、請求項１記載の有機電界発
光表示装置。
【請求項８】
　パネルと、
　前記パネル上に位置する偏光板と、
　前記偏光板上に位置するタッチパネルと、
　前記タッチパネル上に位置するカバーウインドーと、
　前記パネルと前記偏光板との間に空気層を形成するための支持部材を含む有機電界発光
表示装置。
【請求項９】
　前記支持部材は、
　前記偏光板の外郭に沿った閉曲線の形態で附着した両面接着性部材であることを特徴と
する、請求項８記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１０】
　前記支持部材は、
　前記偏光板の相互に対向する外郭に附着した二つの両面接着性部材であることを特徴と
する、請求項８記載の有機電界発光表示装置。
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【請求項１１】
　前記パネルを受納するフレームをさらに含み、
　前記支持部材は、
　前記フレームの外郭線に沿った閉曲線の形態で附着して前記偏光板より上位に位置する
構造物を支持する両面接着性部材であることを特徴とする、請求項８記載の有機電界発光
表示装置。
【請求項１２】
　前記パネルを受納するフレームをさらに含み、
　前記支持部材は、
　前記フレームから突出して形成されて前記偏光板の外郭を支持することを特徴とする、
請求項８記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１３】
　前記偏光板は、
　前記パネル上に位置する位相遅延フィルムと、
　前記位相遅延フィルム上に位置する偏光フィルムを含む、請求項８記載の有機電界発光
表示装置。
【請求項１４】
　前記空気層の高さは、
　０．０１ｍｍ～４．５ｍｍ範囲を有することを特徴とする、請求項８記載の有機電界発
光表示装置。
【請求項１５】
　パネルと、
　前記パネル上に位置するタッチパネルと、
　前記タッチパネル上に位置する偏光板と、
　前記偏光板上に位置するカバーウインドーと、
　前記タッチパネルと前記偏光板との間に空気層を形成するための支持部材を含む有機電
界発光表示装置。
【請求項１６】
　前記支持部材は、
　前記偏光板の外郭に沿った閉曲線の形態で附着した両面接着性部材であることを特徴と
する、請求項１５記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１７】
　前記支持部材は、
　前記偏光板の相互に対向する外郭に附着した二つの両面接着性部材であることを特徴と
する、請求項１５記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１８】
　前記パネルを受納するフレームをさらに含み、
　前記支持部材は、
　前記フレームの外郭線に沿った閉曲線の形態で附着して前記偏光板より上位に位置する
構造物を支持する両面接着性部材であることを特徴とする、請求項１５記載の有機電界発
光表示装置。
【請求項１９】
　前記パネルを受納するフレームをさらに含み、
　前記支持部材は、
　前記フレームから突き出されて前記偏光板の外郭を支持することを特徴とする、請求項
１５記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２０】
　前記空気層の高さは、
　０．０１ｍｍ～４．５ｍｍ範囲を有することを特徴とする、請求項１５記載の有機電界
発光表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は野外視認性(Ambient Contrast Ratio;ACR)改善による表示品質の向上という効
果を達成することができる有機電界発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機電界発光表示装置に使われる有機電界発光素子は、基板上に位置する二つの電極の
間に発光層が形成された自発光素子であった。有機電界発光表示装置は、光が放出される
方向によって全面発光(Top-Emission)方式、背面発光(Bottom-Emission) 方式または両面
発光(Dual-Emission) 方式などに分類することができる。そして、勇気電界発光表示装置
は、さらに、駆動方式に従って受動マトリックス型(Passive Matrix)と能動マトリックス
型(Active Matrix) などに分類することができる。
【０００３】
　有機電界発光表示装置に配置されたサブピクセルは、スイッチングトランジスター、駆
動トランジスター及びキャパシターを含むトランジスター部と、トランジスター部に含ま
れ、駆動トランジスターに接続された下部電極、有機発光層及び上部電極を含む有機発光
ダイオードを含む。
【０００４】
　有機電界発光表示装置は、マトリックス形態に配置された複数のサブピクセルにスキャ
ン信号、データ信号及び電源などを供給すると、選択されたサブピクセルが発光して映像
を表示することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の有機電界発光表示装置は、野外視認性低下による表示品質の低下の問題
があった。
　そこで、本発明は、前記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、モジュール組み立て工程の時リワーク(rework)の容易性を付け加えることとともに反
射率を減少させて野外視認性改善による表示品質向上という効果を得ることができる有機
電界発光表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明に係る有機電界発光表示装置は、パネルと、パネル
上に位置する偏光板と、偏光板上に位置するカバーウインドーと、パネルと偏光板の間に
空気層を形成するための支持部材を含む。
【０００７】
　また本発明に係る有機電界発光表示装置は、パネルと、パネル上に位置する偏光板と、
偏光板上に位置するタッチパネルと、タッチパネル上に位置するカバーウインドーと、パ
ネルと偏光板の間に空気層を形成するための支持部材を含む。
【０００８】
　また本発明に係る有機電界発光表示装置は、パネルとパネル上に位置するタッチパネル
と、タッチパネル上に位置する偏光板と、偏光板上に位置するカバーウインドーと、タッ
チパネルと偏光板の間に空気層を形成するための支持部材を含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、モジュール組み立て工程の時リワークの容易性を付け加えることと共
に時に反射率を減少させ野外視認性(Ambient Contrast Ratio; ACR)改善による表示品質
向上効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】サブピクセルの構造を説明するための断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図４】本発明の第３の実施の形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図５】レジスティブタッチパネルの概略的な構造例示図である。
【図６】キャパシティブタッチパネルの概略的な構造例示図である。
【図７】支持部材の構造例示図である。
【図８】従来偏光板付着方法と実施の形態に係る偏光板付着方法を比較説明するための図
である。
【図９】偏光板付着方法による反射率差を説明するための図である。
【図１０】空気層高さによる反射率を説明するためのグラフである。
【図１１】本発明の第４実施の形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図１２】本発明の第５実施の形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図１３】本発明の第６実施の形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
【００１２】
　有機電界発光表示装置は、複数のサブピクセルがマトリックス形態に配置されたパネル
とパネルにスキャン信号及びデータ信号などを含む駆動信号を供給する駆動装置を含む。
　パネルに含まれたサブピクセルは、スイッチングトランジスター、駆動トランジスター
、キャパシターを含むトランジスター部とトランジスター部に接続された有機発光ダイオ
ードを含むことができる。サブピクセルは、駆動方式に従ってトランジスター部の構成と
有機発光ダイオードの構成を異にすることができる。一般的に、スイッチングトランジス
ターは、スキャン信号によってスイッチ役目ができる。そして駆動トランジスターは、デ
ータ信号によって有機発光ダイオードを駆動することができる。そしてキャパシターは、
データ信号をデータ電圧で貯蔵することができる。そして有機発光ダイオードは、駆動ト
ランジスターの動作によって光を発光することができる。
【００１３】
　以下、断面図を参照して有機電界発光表示装置のパネルに含まれたサブピクセルの構造
に対して説明する。
【００１４】
　図１に示されたサブピクセルは、トランジスター部に含まれた駆動トランジスターＴと
駆動トランジスターＴに接続された有機発光ダイオードＤを示し、これらの構造を説明す
れば次のようである。
【００１５】
　第１基板１１０ａの一面にはゲート１１１が位置する。ゲート１１１は、モリブデン（
Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、金（Ａｕ）、チタニウム（Ｔｉ）、ニ
ッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、及び銅（Ｃｕ）からなる群から選択されたいずれか
１つ、またはこれらの合金からなることができる。また、ゲート１１１は、モリブデン（
Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、金（Ａｕ）、チタニウム（Ｔｉ）、ニ
ッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、及び銅（Ｃｕ）からなる群から選択されたいずれか
１つ、またはこれらの合金からなる多重層であることができる。また、ゲート１１１は、
モリブデン／アルミニウム－ネオジム、またはモリブデン／アルミニウムの２重層である
ことができる。
【００１６】
　ゲート１１１上には、第１絶縁膜１１２が位置する。第１絶縁膜１１２は、シリコン酸
化膜（ＳｉＯｘ）、シリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）、またはこれらの多重層であることがで
きるが、これに限定されるのではない。
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【００１７】
　第１絶縁膜１１２上にはアクティブ層１１３ａが位置する。アクティブ層１１３ａは、
非晶質シリコン、またはこれを結晶化した多結晶シリコンを含むことができるがこれに限
定されるのではない。
　アクティブ層１１３ａは、ソース領域、チャネル領域 及びドレイン領域を含むことが
できる。共にアクティブ層１１３ａ上には、オーミックコンタクト層１１３ｂが位置する
こともできる。
【００１８】
　オーミックコンタクト層１１３ｂ上にはソース領域及びドレイン領域にそれぞれ接続さ
れるソース１１４ａ及びドレイン１１４ｂが位置する。ソース１１４ａ及びドレイン１１
４ｂは単一層または多重層からなることができる。ソース１１４ａ及びドレイン１１４ｂ
が単一層の場合、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、金（Ａ
ｕ）、チタニウム（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、及び銅（Ｃｕ）から
なる群から選択されたいずれか１つ、またはこれらの合金からなることができる。これと
異なり、ソース１１４ａ及びドレイン１１４ｂが多重層の場合には、モリブデン／アルミ
ニウム－ネオジムの２重層、モリブデン／アルミニウム／モリブデン、またはモリブデン
／アルミニウム－ネオジム／モリブデンの３重層からなることができる。
【００１９】
　ソース１１４ａ及びドレイン１１４ｂ上には、第２絶縁膜１１５が位置できる。第２絶
縁膜１１５は、シリコン酸化膜（ＳｉＯｘ）、シリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）、またはこれ
らの多重層であることができるが、これに限定されるのではない。
【００２０】
　第２絶縁膜１１５上にはシールド（shield）金属１１６が位置することができる。
　シールド金属１１６はソース１１４ａまたはドレイン１１４ｂ接続されることができ、
これは外部干渉からトランジスターを保護する役目ができる。
【００２１】
　第２絶縁膜１１５上には、第３絶縁膜１１７が位置する。第３絶縁膜１１７はシリコン
酸化膜（ＳｉＯｘ）、シリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）、またはこれらの多重層であることが
できるが、これに限定されるのではない。
【００２２】
　第３絶縁膜１１７上には、ソース１１４ａまたはドレイン１１４ｂ接続された下部電極
１１８が位置する。下部電極１１８はカソードまたはアノードに選択されることができる
。下部電極１１８がカソードに選択された場合、カソードの材料としてはアルミニウム（
Ａｌ）、アルミニウム合金（Al alloy）、AlＮｄ(Axillary lymph node dissection)の内
いずれか１つで形成できるがこれに限定されるのではない。また下部電極１１８がカソー
ドに選択された場合、カソードの材料としては反射度が高い材料で形成することが有利で
ある。
【００２３】
　下部電極１１８上には、下部電極１１８の一部を露出する開口部を有するバンク層１２
０が位置する。バンク層１２０はベンゾサイクロブテン（benzocyclobutene：ＢＣＢ）系
樹脂、アクリル系樹脂、またはポリイミド樹脂などの有機物を含むことができるがこれに
限定されるのではない。
【００２４】
　下部電極１１８上には、有機発光層１２１が位置する。有機発光層１２１は正孔注入層
、正孔輸送層、発光層、正孔輸送層及び電子注入層を含むことができる。正孔注入層は正
孔の注入を円滑にする役目をすることができ、CuPc(cupper phthalocyanine)、PEDOT(pol
y(3,4)-ethylenedioxythiophene)、PANI(polyaniline)、及びNPD(N,N-dinaphthyl-N,N'-d
iphenyl benzidine)からなる群から選択されたいずれか１つ以上からなることができるが
、これに限定されるのではない。正孔輸送層は、正孔の輸送を円滑にする役目をし、NPD(
N,N-dinaphthyl-N、N'-diphenyl benzidine)、TPD(N、N'-bis-3-methylphenyl)-N,N'-bis
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-(phenyl)-benzidine)、s-TAD、及びMTDATA(4,4',4"-Tris(N-3-methylphenyl-N-phenyl-a
mino)-triphenylamine)からなる群から選択されたいずれかか１つ以上からなることがで
きるが、これに限定されるのではない。
【００２５】
　発光層は、赤色、緑色、青色、及び白色を発光する物質を含むことができ、燐光または
蛍光物質を用いて形成することができる。
【００２６】
　発光層が赤色を発光する場合、ＣＢＰ（carbazole biphenyl）またはmCP(1,3-bis(carb
azol-9-yl))を含むホスト物質を含み、PIQIr(acac)(bis(1- phenylisoquinoline) acetyl
acetonate iridium)、PQIr(acac)bis(1- phenylquinoline)acetylacetonate iridium)、P
QIr(tris(1-phenylquinoline)iridium)、及びPtOEP(octaethylporphyrin platinum)から
なる群から選択されたいずれかか１つ以上を含むドーパントを含む燐光物質からなること
ができ、これとは異なり、PBD:Eu(DBM)3(Phen)またはPeryleneを含む蛍光物質からなるこ
とができるが、これに限定されるのではない。
【００２７】
　発光層が緑色を発光する場合、ＣＢＰまたはｍＣＰを含むホスト物質を含み、Ir(ppy)3
(fac tris(2-phenylpyridine)iridium)を含むドーパント物質を含む燐光物質からなるこ
とができ、これとは異なり、Alq3(tris(8-hydroxyquinolino)aluminum）を含む蛍光物質
からなることができるが、これに限定されるのではない。
【００２８】
　発光層が青色を発光する場合、ＣＢＰまたはｍＣＰを含むホスト物質を含み、(4,6-F2p
py)2Irpicを含むドーパント物質を含む燐光物質からなることができる。これとは異なり
、spiro-DPVBi、spiro-6P、ジスチルベンゼン（ＤＳＢ）、ジスチルアリレン（ＤＳＡ）
、ＰＦＯ系高分子及びＰＰＶ系高分子からなる群から選択されたいずれかか１つを含む蛍
光物質からなることができるが、これに限定されるのではない。
【００２９】
　電子輸送層は、電子の輸送を円滑にする役目をし、Ａｌｑ３（tris (8-hydroxyquinoli
no)aluminum）、ＰＢＤ、ＴＡＺ、ｓｐｉｒｏ－ＰＢＤ、ＢＡｌｑ及び ＳＡｌｑからなる
群から選択されたいずれかか１つ以上からなることができるが、これに限定されるのでは
ない。電子注入層は電子の注入を円滑にする役目をし、Ａｌｑ３（tris (8-hydroxyquino
lino)aluminum）、ＰＢＤ、ＴＡＺ、ｓｐｉｒｏ－ＰＢＤ、ＢＡｌｑまたはＳＡｌｑを使
うことができるが、これに限定されるのではない。
　本発明の実施形態は、これに限定されるのではなく、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸
送層及び電子注入層のうち、少なくともいずれか１つが省略されることもできる。
【００３０】
　それと場合によっては電子と正孔のバランスを調整するための層がさらに含むことがで
きる。
【００３１】
　有機発光層１２１上には上部電極１２５が位置できる。上部電極１２５はアノードまた
はカソードに選択されることができる。ここでアノードに選択された上部電極１２５は、
ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）、ＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）、ＩＴＺＯ（Indium Tin Zi
nc Oxide）、ＡＺＯ（ZnO doped Al2O3）のうちいずれかか１つで形成できるがこれに限
定されるのではない。
【００３２】
　このように、基板１１０上に形成されたサブピクセルは、水分や酸素に脆弱であるから
第１基板１１０ａと対向する第２基板１１０ｂを具備し、これらの間にシーラントなどを
塗布して密封することでパネル製作を完了する。
【００３３】
　実施形態に係る有機電界発光表示装置は表示品質を向上させるためパネルに偏光板とカ
バーウインドーを付着し、又は偏光板及びカバーウインドーと共にタッチパネルを付着す
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る。
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態に係る有機電界発光表示装置に対して説明する。
【００３５】
<第１実施の形態>
　図２を参照すれば、本発明の第１の実施の形態に係る有機電界発光表示装置は、パネル
１１０、偏光板１５０及びカバーウインドー１７０を含む。
【００３６】
　パネル１１０は、先に図１を参照して説明したように第１基板１１０ａと第２基板１１
０ｂの間にマトリックス形態に配置された複数のサブピクセルを含む。パネル１１０で“
１２０”はバンク層を示し、“１２５”は上部電極を示す。
【００３７】
　偏光板１５０はパネル１１０に含まれた第２基板１１０ｂ上に位置する位相遅延フィル
ム１５１と、位相遅延フィルム１５１上に位置する偏光フィルム１５２を含むことができ
る。
【００３８】
　カバーウインドー１７０は偏光板１５０に含まれた偏光フィルム１５２に附着して、こ
れはプラスチック、ガラス、フィルムのような材料に形成されることができるがこれに限
定されない。偏光板１５０とカバーウインドー１７０はこれらの間の全面を附着する両面
接着剤によって接着されることができる。
【００３９】
　第１実施の形態は有機電界発光表示装置の表示品質を向上させるためにパネル１１０に
偏光板１５０及びカバーウインドー１７０を附着したことを一例とする。ここで、パネル
１１０と偏光板１５０はパネル１１０と偏光板１５０の間に空気層ＡＧを形成する支持部
材１３０によって附着する。
【００４０】
＜第２実施の形態＞
　図３を参照すれば、本発明の第２実施の形態に係る有機電界発光表示装置はパネル１１
０、偏光板１５０、タッチパネル２６０及びカバーウインドー１７０を含む。
【００４１】
　パネル１１０は前の図１を参照して説明したように第１基板１１０ａと第２基板１１０
ｂの間にマトリックス形態に配置された複数のサブピクセルを含む。パネル１１０で “
１２０”はバンク層を示し、“１２５”は上部電極を示す。
【００４２】
　偏光板１５０は、パネル１１０に含まれた第２基板１１０ｂ上に位置する位相遅延フィ
ルム１５１と、位相遅延フィルム１５１ 上に位置する偏光フィルム１５２を含むことが
できる。
【００４３】
　カバーウインドー１７０は、タッチパネル２６０に附着して、これはプラスチック、ガ
ラス、フィルムのような材料に形成されることができるがこれに限定されない。タッチパ
ネル２６０とカバーウインドー１７０はこれらの間の全面を附着する両面接着剤によって
接着されることができる。
【００４４】
　第２実施の形態は、有機電界発光表示装置の表示品質を向上させ使用者のタッチによる
入力を受けるためにパネル１１０に偏光板１５０、タッチパネル２６０及びカバーウイン
ドー１７０を附着したことを一例とする。ここで、パネル１１０と偏光板１５０はパネル
１１０と偏光板１５０の間に空気層ＡＧを形成する支持部材１３０によって附着する。
【００４５】
＜第３実施の形態＞
　図４を参照すれば、本発明の第３実施の形態に係る有機電界発光表示装置は、パネル１
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１０、タッチパネル２６０、偏光板１５０及びカバーウインドー１７０を含む。
【００４６】
　パネル１１０は、前の図１を参照して説明したように第１基板１１０ａと第２基板１１
０ｂの間にマトリックス形態に配置された複数のサブピクセルを含む。パネル１１０で“
１２０”はバンク層を示し、“１２５”は上部電極を示す。
【００４７】
　偏光板１５０は、パネル１１０に含まれた第２基板１１０ｂ上に位置する位相遅延フィ
ルム１５１と、位相遅延フィルム１５１上に位置する偏光フィルム１５２を含むことがで
きる。
【００４８】
　カバーウインドー１７０は、タッチパネル２６０に附着して、これはプラスチック、ガ
ラス、フィルムのような材料に形成されることができるがこれに限定されない。タッチパ
ネル２６０とカバーウインドー１７０はこれらの間の全面を附着する両面接着剤によって
接着されることができる。
【００４９】
　第３実施の形態は有機電界発光表示装置の表示品質を向上させて使用者のタッチによる
入力を受けるためにパネル１１０にタッチパネル２６０、偏光板１５０及びカバーウイン
ドー１７０を附着したことを一例とする。ここで、タッチパネル２６０と偏光板１５０は
タッチパネル２６０と偏光板１５０の間に空気層ＡＧを形成する支持部材１３０によって
附着する。
【００５０】
　第２及び第３実施の形態で説明したタッチパネル２６０はレジスティブ(resistive)タ
ッチパネルまたはキャパシティブ(capacitive) タッチパネルを含むことができるのに、
これらの構造は次のようなことがある。
【００５１】
　図５を参照すれば、レジスティブタッチパネル２６０は、お互いに離隔対向する導電性
電極２６２、２６６を含む二つのフィルム２６１、２６８、導電性電極２６２、２６６の
間を離隔させるスペーサー２６４、二つのフィルム２６１、２６８を附着する第１接着剤
２６５及び上部フィルム２６８上に位置する第２接着剤２６９を含むことができる。上の
ような構造を有するレジスティブタッチパネル２６０は使用者のタッチによって変化され
た抵抗値を提供受ける制御部を利用して使用者がタッチした位置を感知することができる
ようになる。
【００５２】
　図６の（ａ）を参照すれば、単層キャパシティブタッチパネル２６０は、フィルム２６
１上に単層に形成された電極２６３と、電極２６３上に位置する接着剤２６９を含むこと
ができる。キャパシティブタイプは、レジスティブタイプと異なり単純な構造を取る。し
かし、これと異なり図６の（ｂ）を参照すれば、複層キャパシティブタッチパネル２６０
は、下部フィルム２６１上に位置する第１透明電極２６２、第１透明電極２６２上に位置
する第１接着剤２６９ａ、第１接着剤２６９ａ上に位置する上部フィルム２６８、上部フ
ィルム２６８上に位置する第２透明電極２６６及び第２透明電極２６６上に位置する第２
接着剤２６９ｂを含むことができる。上のような構造を有するキャパシティブタッチパネ
ル２６０は使用者のタッチによって変換された誘電率値を提供受ける制御部を利用して使
用者がタッチした位置を感知することができるようになる。
【００５３】
　第１乃至第３実施の形態で説明した支持部材１３０は、偏光板１５０付着の時空気層Ａ
Ｇを形成するために次のようなことがある。
【００５４】
　図７の（ａ）を参照すれば、支持部材１３０は偏光板１５０の外郭に沿って閉曲線形態
で附着した両面接着性部材であることができる。これと異なり、図７の（ｂ）または（ｃ
）を参照すれば、支持部材１３０は偏光板１５０の外郭に相互対応されるように附着した
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【００５５】
　従来にはカバーウインドー、タッチパネル、パネル(ガラスで構成された基板)と類似の
屈折率（ｎ≒１．５)を有するＳＶＲ(Super View Resin)やＯＣＡ(Optical Clear Adhesi
ve)のような充填剤を使って反射率を減少させることができた。 
　しかし、充填剤を使う従来の方法は、ＳＶＲやＯＣＡを実施するための追加工程が要求
されて費用の増加をもたらす。そしてＳＶＲやＯＣＡを実施するによる工程不良例えば、
 気泡が発生したり、工程の中でパネルと係るモジュールに損傷を与える問題が発生する
。
　そして充填剤を使って偏光板などを附着する場合、モジュール組み立ての時作業不良ま
たは間違いなどによってこれらをはなしたあとまた付けなければならないリワークがほと
んど不可能な短所がある。したがって、充填剤を使う従来の方法は偏光板をパネルなどに
附着する時リワークが不可能で作業不良または間違いが発生するようになれば附着した製
品を全量廃棄しなければならない問題がある。一方、実施の形態のような構造の支持部材
１３０を使えば、リワーク問題が発生してもパネル１１０に附着した偏光板１５０などを
容易くとり除くことができるようになる。
【００５６】
　以下、従来偏光板付着方法と実施の形態に係る偏光板付着方法を比べて説明する。
【００５７】
　まず、図８の（ａ）を参照すれば、充填剤１３５を使う従来の方法が図示される。充填
剤１３５を使う従来の方法は、リワークをするためにパネル１１０から偏光板１５０をと
り除く時、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３ 及びＣ４ のうちいずれか一つ以上がかまれるとか破れる問
題が発生する。これはパネル１１０と偏光板１５０が充填剤１３５によって力強く附着し
ているからである。
【００５８】
　反面、図８の（ｂ）には、支持部材１３０を使う実施の形態の方法が示される。支持部
材１３０を使う実施の形態の方法はリワークをするためにパネル１１０から偏光板１５０
をとり除く時、従来の方法のようにいずれかの一部分がかまれるとか破れる問題なしに少
ない力でもとり除くことができる。これはパネル１１０と偏光板１５０の接着面積が狭い
からである。
【００５９】
　偏光板１５０付着の時、実施の形態のように、支持部材１３０を利用して意図的に空気
層ＡＧを形成すれば、空気層ＡＧで発生する反射光を減少させることができる。
【００６０】
　以下、パネル１１０に偏光板１５０が直接附着した構造とパネル１１０と偏光板１５０
の間に空気層ＡＧを形成して附着した構造について説明する。
【００６１】
　図９の（ａ）は、パネル１１０に偏光板１５０が直接附着した構造を示し、図９の（ｂ
）は、パネル１１０と偏光板１５０の間に空気層ＡＧを形成して附着した構造を示す。図
９の（ａ）及び（ｂ）皆空気層ＡＧを持っているが、空気層ＡＧが形成された位置が違う
ことを分かる。このような構造的差を置いて実験した時二つの構造の間の反射率は、次の
表１のような差を示す。
【００６２】
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【表１】

【００６３】
　上の表１を参照すれば、（ａ）の構造の反射率はおおよそ１５．３％である一方、（ｂ
）の構造の反射率はおおよそ１０．３％となることが分かる。表１でも現われるように、
実施の形態のような構造でパネル１１０上に偏光板１５０を附着すれば反射率を改善する
ことができることが分かる。したがって、実施の形態のような構造でパネル１１０と偏光
板１５０の間に人為的に空気層ＡＧを形成すれば、反射率を減少させることができるよう
になるので野外視認性(Ambient Contrast Ratio;ACR) 改善による表示品質向上効果を得
ることができるようになる。
【００６４】
　実施の形態のようにパネル１１０と偏光板１５０の間に空気層ＡＧを形成する時、空気
層ＡＧの高さは０．０１ｍｍ ～ ４．５ｍｍ範囲を有することが有利である。
【００６５】
　図１０に示されたグラフは、外光１０、０００Ｌｕｘ状態でタッチパネル１６０に反射
する光を測定したものである。示されたグラフを参照すれば、空気層ＡＧの高さにしたが
ってタッチパネル１６０方向に反射する光が増加するようになることが分かる。このグラ
フを通じて分かることは、実施の形態のような構造でパネル１１０と偏光板１５０の間に
空気層ＡＧを形成する時、空気層ＡＧの高さが０．０１ｍｍ ～ ４．５ｍｍ範囲を満足す
るほど有利であるということである。
【００６６】
　前に説明した第１乃至第３実施の形態の場合、支持部材１３０が両面接着部材であるこ
とを一例で説明した。しかし、第１の実施の形態のような構造の場合、タッチパネル１６
０を略する代わりに両面接着性を持って内部に圧力センサーが含まれた支持部材を使うこ
ともできる。ここで、圧力センサーは二つの電極の間に形成された絶縁物質で構成された
静電容量式圧力センサーとして、使用者の指の圧力による静電容量の変化に関する情報を
受ける制御部を利用して使用者がタッチした位置を感知することができるようになる。
【００６７】
　一方、実施の形態のようにパネル１１０と偏光板１５０の間に空気層ＡＧを形成するこ
とができる構造はここに限定されないで次のような形態でも構成が可能である。
【００６８】
<第４実施の形態>
　図１１を参照すれば、本発明の第４実施の形態に係る有機電界発光表示装置は、パネル
１１０、パネル１１０を受納するフレーム４９０、偏光板１５０、タッチパネル２６０ 
及びカバーウインドー１７０を含む。パネル１１０、偏光板１５０、タッチパネル２６０
 及びカバーウインドー１７０は前に説明した構造のような形態を有することができるの
でこれについての説明は略する。
【００６９】
　第４実施の形態は、パネル１１０と偏光板１５０の間の空気層ＡＧを形成する時、パネ
ル１１０を受納するフレーム４９０とタッチパネル２６０ の間に位置する支持部材４３
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０を利用したものである。支持部材４３０は、フレーム４９０の外郭線に沿って閉曲線形
態で附着する偏光板１５０より上位に位置する構造物を支持する両面接着性部材であるこ
とができる。
【００７０】
　支持部材４３０は、フレーム４９０とパネル１１０の上部面そしてタッチパネル２６０
の下部面を支持することで空気層ＡＧを形成する。実施の形態で、タッチパネル２６０が
省略された場合、支持部材４３０は、タッチパネル２６０代わりにカバーウインドー１７
０を支持して空気層ＡＧを形成することもできる。一方、実施の形態で使われる支持部材
４３０は、フレーム４９０の外郭線に沿って閉曲線形態で附着する形態すなわち、図７の
（ａ）のような形態で位置することができるが、図７の（ｂ）または（ｃ）のような形態
でも位置することができる。
【００７１】
＜第５実施の形態＞
　図１２を参照すれば、本発明の第５実施の形態に係る有機電界発光表示装置は、パネル
１１０、パネル１１０を受納するフレーム４９０、偏光板１５０、タッチパネル２６０及
びカバーウインドー１７０を含む。パネル１１０、偏光板１５０、タッチパネル２６０及
びカバーウインドー１７０は前に説明した構造のような形態を有することができるのでこ
れに対する説明は略する。
【００７２】
　第５実施の形態は、パネル１１０と偏光板１５０の間の空気層ＡＧを形成する時、 パ
ネル１１０を受納するフレーム４９０の構造を利用したのである。この構造で、パネル１
１０と偏光板１５０の間の空気層ＡＧを形成する支持部材４９５は、フレーム４９０と一
体成型されフレーム４９０から突出してパネル１１０の一部を覆うように曲がった形態を
有することができる。フレーム４９０と一体型に形成されたこの支持部材４９５は、パネ
ル１１０がフレーム４９０内部にスライディング挿入されるように少なくともいずれか一
方面は曲がらない形態を有することが必要である。このようにフレーム４９０の構造を使
って空気層ＡＧを形成する場合、偏光板１５０は、フレーム４９０に形成された支持部材
４９５に安着されることができる。しかし、安着された偏光板１５０などが支持部材４９
５から脱することもできるため、フレーム４９０に形成された支持部材４９５と偏光板１
５０を両面接着剤で付けるか、又は接着部材を利用して偏光板１５０を支持部材４９５に
付着させることもできる。
【００７３】
＜第６実施の形態＞
　図１３を参照すれば、本発明の第６実施の形態に係る有機電界発光表示装置は、パネル
１１０、パネル１１０を受納するフレーム４９０、偏光板１５０、タッチパネル２６０及
びカバーウインドー１７０を含む。パネル１１０、偏光板１５０、タッチパネル２６０及
びカバーウインドー１７０は前に説明した構造のような形態を有することができるのでこ
れに対する説明は略する。
【００７４】
　第６実施の形態はパネル１１０と偏光板１５０の間の空気層ＡＧを形成する時、 パネ
ル１１０を受納するフレーム４９０の構造を利用したのである。この構造で、パネル１１
０と偏光板１５０の間の空気層ＡＧを形成する支持部材４９５は、フレーム４９０と一体
成型されフレーム４９０から突き出された形態を有することができる。このように、フレ
ーム４９０の構造を使って空気層ＡＧを形成する場合、偏光板１５０は、フレーム４９０
に形成された支持部材４９６に安着されることができる。しかし、安着された偏光板１５
０などが支持部材４９６から脱することもできるからフレーム４９０に形成された支持部
材４９６と偏光板１５０を両面接着剤で付けるか、又は接着部材を利用して偏光板１５０
を支持部材４９６に付着させることもできる。
【００７５】
　第４乃至第６実施の形態の構造も第１乃至第３実施の形態のようにすべての面で充填剤



(13) JP 2010-232162 A 2010.10.14

を使う方法よりさらに有利な効果を与えることができる。第４乃至第６実施の形態のよう
にフレーム４９０を利用する構造も前の実験を通じて説明したように空気層ＡＧの高さが
０．０１ｍｍ～４．５ｍｍ範囲を有するように構造的な設計が可能である。
【００７６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態について詳細に説明したが、
本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有す
る者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例
または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術
的範囲に属するものと了解される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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